意見書第２６号

消防救急無線のデジタル化に関する意見書
　消防救急無線については、災害時などにおける消防救急活動上の重要な情報伝達手段として、重要な役割を果たしており、住民の安心・安全を確保する上で必要不可欠なものとなっている。

　このような中、国は、救急通信の高度化や電波の有効活用を推進するため、消防救急無線のデジタル化を推進することとし、平成２８年度をめどにすべての消防本部がデジタル化することになっているものの、消防救急無線のデジタル化に向けた国の財政措置が強く求められている。

　よって、国に対し、消防救急活動の円滑な実施を確保するため、自治体の意向も尊重しながら、消防救急無線デジタル化に必要な財政措置を講ずるよう強く要望する。
以上､地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
平成２１年１２月１５日

　　　　　　　　　　　　　　　愛知県武豊町議会　議長　小　山　茂　三
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